
入 札 公 告 

 

国立大学法人筑波大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。 

記 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件    名  国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務 

(2) 業 務 期 間  令和７年９月１日～令和８年８月３１日 まで 

 

２ 仕様書、契約条項並びに入札の説明等をする日時及び場所等 

  本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該説明を省略する。 

  仕様書等関係書類交付方法 

仕様書等関係書類は、本公告に添付する。 

〒305-8577 茨城県つくば市天王台一丁目１番１ 

国立大学法人筑波大学財務部契約課（担当：大野）  

電話番号 029-853-2179 

※清掃範囲については、仕様書別紙５ の場所で閲覧をすることができる

ものとする。 

 

３ 入札書等提出期限等 

 (1) 提 出 先  上記２の仕様書等関係書類交付場所と同じ。 

(2) 提出期限  令和７年６月６日 １７時００分 

 

４ 開札の日時及び場所 

(1) 日  時   令和７年７月１６日  １４時００分 

(2) 場  所   〒305-8577   茨城県つくば市天王台一丁目１番１ 

国立大学法人筑波大学本部棟３階財務部契約課入札室 

 

５ 入札方法 

入札書には、1時間当たりの単価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札

書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

 

６ 競争に参加する者に必要な資格 

(1) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第４６条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第４７条の規定に該当しない者であること。 

(3) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格の

いずれかにおいて令和７年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」の｢Ａ｣、「Ｂ」又

は｢Ｃ｣等級に格付けされている者であること。 

(4) 請負に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを

証明した者であること。 

(5) ISO9001又は ISO14001の認証を取得していることを証明した者であること。 

(6) 開札日を基準として過去３年以内に学校教育法の定める、「学校」（幼稚園、小学校、



中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学

校）で本件と同種業務の契約実績を継続して１２ヶ月以上有していることを証明した者

であること。 

(7) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

 

８ 入札の無効 

本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他国立大学法人

筑波大学契約事務取扱細則第１５条第１項各号に掲げる入札書は無効とする。 

 

９ 契約書の作成 

契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 

10 落札者の決定方法 

本契約は、価格交渉落札方式とする。 

本公告に示した役務を履行できると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法

人筑波大学財務規則施行規程第５３条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で

最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とし、その者と価格交渉を行ったう

えで契約金額を決定するものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又

は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著

しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した

他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とし、その者と価格交渉を行ったう

えで契約金額を決定するものとする。 

 

以上公告する。 

 

令和７年５月２７日 

国立大学法人筑波大学 

契約担当役 

財務担当副学長 氷見谷 直紀 

 

 



入札書提出の注意事項 

 
１ 入札書提出期限  令和７年６月６日 １７時００分 

（郵便（書留郵便に限る。）又は宅配便（以下、「郵送等」という。）で

発送する場合には提出期限までに必着のこと） 

提出場所  〒305-8577 

茨城県つくば市天王台一丁目１番１ 

国立大学法人筑波大学財務部契約課 大野 

電話番号：029-853-2179 

２ 入札書は別添記載例を参考に別紙様式により作成し、直接に提出する場合は封書に入れ

密封し、その封皮には競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号）及び「7

月 16 日開札 国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務の入札書在中」と記載して提

出すること。 

  郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「7月 16日開札 国立大学法人筑

波大学附属学校構内管理業務の入札書在中」と記載し、中封筒の封皮には直接に提出する

場合と同様に氏名等を記載し、上記１の提出場所宛に入札書の提出期限までに送付するこ

と。なお、テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

３ いったん提出された入札書は引換え、変更、取消しをすることができない。 

４ 代理人が入札する場合は、入札時までに必ず代理委任状を一通提出すること。 

５ 入札書作成の注意 

（１）件名は仕様書記載のとおり省略せずに記載すること。 

（２）入札金額は算用数字を用いて明確に記載すること。 
（３）競争加入者本人の住所、氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）を

記載し押印すること。 
（ただし、代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、

その名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏

名及び押印） 

（４）日付を必ず記載すること。 

６ 無効の入札書 

入札書で次のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 

（１）公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書 

（２）件名及び入札金額のない入札書 

（３）競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）及び押印

のない又は判然としない入札書 

（４）代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その名称又

は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印の

ない又は判然としない入札書（競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号

及び代表者の氏名）又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当

な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。） 

（５）件名に重大な誤りのある入札書 

（６）入札金額の記載が不明確な入札書 

（７）入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書 

（８）入札書提出期限までに到達しなかったもの 

（９）その他入札に関する条件に違反した入札書 

 



 

７ 開札 
（１）開札は、競争加入者又はその代理人（以下「競争加入者等」という。）を立ち会わせて

行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会

わせて行う。 

（２）開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」と

いう。）及び上記（１）の立会職員以外の者は入場することはできない。 

（３）競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

（４）競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分

証明書を提示すること。この場合、代理人が上記４に該当する代理人以外の者である場合

にあっては、代理委任状を提出すること。 

（５）競争加入者等は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、

開札場を退場することはできない。 

（６）開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の

入札がないときは、再度の入札を行う。この場合において、競争加入者等のすべてが立ち

会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札

を行う。 

８ 入札書には、１時間当たりの単価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書

に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札

価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

９ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落

札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者

があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定す

るものとする。 

１０ 落札決定の日から７日以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指

定する期日）に契約書の取り交わしをするものとする。 

１１ 落札者の決定方法は、価格交渉落札方式とする。 

国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第５３条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とし、その者と価

格交渉を行ったうえで契約金額を決定するものとする。なお、落札者を決定するにあたって

は、競争加入者の契約履行能力のほか、入札金額についても当該金額により契約の適正な履

行が確保できるか否かの判断を行うため、最低価格の入札について、当該入札金額が予定価

格の制限の範囲内であっても、予め契約担当役が設定した最低基準額を下回る場合には、当

該最低価格の入札を行った者を直ちに落札者とはせず、契約担当役が必要な調査を行うこ

ととする。 

その結果、契約担当役が、当該入札者が契約の内容を適正に履行できると判断した場合に

は落札者とし、履行できないと判断した場合には、その他の入札者のうち、予定価格の制限

の範囲内であって、最低価格の入札を行った者を落札者とし、その者と価格交渉を行ったう

えで契約金額を決定するものとする。 

なお、契約担当役が調査を行うにあたり、当該入札者に対して事情聴取並びに資料の提出

を求めることとなるので、これに応じるものとし、十分な協力が得られない場合には、当該

入札者を落札者としない。 

 

 



１２ 競争参加資格の確認のための書類等 

この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の競争参加資格の確認のた

めの書類等を下記の期日までに提出すること。 

なお、本学職員から当該書類その他入札公告において求められた条件に関し、説明を求め

られた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 

（１）競争参加資格の確認のための書類 

・令和 7年度に係る一般競争（指名競争）参加資格審査結果通知書 

（全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格）の写し･････････ 1部 

・請負に係る実施体制図及び迅速なアフターサービス・メンテナンスの 

体制表･･････････････････････････････････････････････････････････････････1部                     

・ISO9001又は ISO14001の認証する書類の写し････････････････････････････1部 

・開札日を基準として過去３年以内に学校教育法の定める、「学校」（幼稚園、小学 

校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学 

及び高等専門学校）において本件と同種業務を１２ヶ月以上継続して履行した 

契約実績･･････････････････････････････････････････････････････････････1部 

（２）その他提出書類 

・参考見積書･････････････････････････････････････････････････････････････１部 

（人件費、法定福利費、その他諸経費、一般管理費等の内訳を記載すること。） 
 

（注）上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 

 

提出期限   上記１の入札書提出期限と同じ 

          （郵送等で発送する場合には提出期限までに必着のこと） 

提出場所   上記１の提出場所と同じ 

 
１３ その他 

（１）この契約に必要な細目は、以下によるものとする。 

・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則 

https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/ 

・役務提供契約基準 

 https://www.tsukuba.ac.jp/about/bid-contract/#kijun 

２） 添付資料 

① 仕様書 

② 契約書（案） 

③ 入札書様式 

④ 入札書記載例 

⑤ 委任状参考例 

⑥ 参考見積書の提出に係る留意事項について 

 
 



入札書様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　社　名

　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　  　                印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競争加入者

　　筑　波　大　学　御中

　国立大学法人

入　　札　　書

　　国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、
　入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。

　　　　　　　　　入札金額　　　金　　　　　　　　　　　　　　　円也（１時間当たり）

件　　名　　国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人　　　　○　○　○　○　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○支店長　　○　○　○　○　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人

　　　令和　　年　　月　　日

記載例１（代理人が入札する場合）

　　国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、
　入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。

　　　　　　　　　入札金額　　　金　　　　　　　　　　　　　　　円也（１時間当たり）

入　　札　　書

件　　名　　国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　○　○　○　○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県○○市○○　○－○－○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競争加入者

　国立大学法人
　　筑　波　大　学　御中

代表者の押印は不要



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社

　　国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、
　入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額によって入札します。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　復代理人　　　　○　○　○　○　　印

　　　令和　　年　　月　　日

　　筑　波　大　学　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競争加入者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　○　○　○　○

記載例２（復代理人が入札する場合）

　　　　　　　　　入札金額　　　金　　　　　　　　　　　　　　　円也（１時間当たり）

　国立大学法人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県○○市○○　○－○－○

入　　札　　書

件　　名　　国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務

代表者の押印は不要



国立大学法人筑波大学　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県○○市○○　○－○－○

参考例１（社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合）

委　　　任　　　状

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委任者（競争加入者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　○　○　○　○　印

　私は、○○ ○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。

記

件　　名　　国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務

　委任事項　 １　令和   年  　月   日筑波大学において行われる上記一般競争入札の開札
　　　　　　　 立合及び再度入札に関する件

 　　　　　　２　令和   年  　月   日提出期限の上記一般競争入札の入札書作成に関する
　　　　　　 　件（※注１）

　　受任者（代理人）使用印鑑

（注）１　事前に提出する入札書を代理人（入札書記載例１の社員等）が作成する場合は、
　　　　委任事項２が必要となる。競争加入者（代表者）又は代理人（入札書記載例１の支
　　　　店長等）が作成する場合は、委任事項２は削除すること。

　　　２　これは参考例（様式及び記載内容）であり、必要に応じ適宜追加・修正等（委任
      　者が任意の様式で作成するものを含む。）があっても差し支えないこと。

印



国立大学法人筑波大学　御中

委　　　任　　　状

参考例２（支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委任者（競争加入者）

　私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。

令和　　年　　月　　日

　　受任者（代理人）　○○県○○市○○　○－○－○

　　　　　　　　　　　　○○支店長　○　○　○　○　印

　　　　　　　　　　　○○○○株式会社

（注）これは参考例（様式及び記載内容）であり、必要に応じ適宜追加・修正等（委任
　　者が任意の様式で作成するものを含む。）があっても差し支えないこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県○○市○○　○－○－○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　○　○　○　○　印

記

　　委　任　期　間　　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

　　委　任　事　項　　１　入札及び見積りに関する件

　　　　　　　　　　　７　○○○○○○○○○に関する件

　　　　　　　　　　　６　復代理人の選任に関する件

　　　　　　　　　　　５　契約代金の請求及び受領に関する件

　　　　　　　　　　　４　契約物品の納入及び取下げに関する件

　　　　　　　　　　　３　入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件

　　　　　　　　　　　２　契約締結に関する件



国立大学法人筑波大学　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県○○市○○　○－○－○

参考例３（支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合）

委　　　任　　　状

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委任者（競争加入者の代理人）

　　受任者（競争加入者の復代理人）使用印鑑

（注）１　この場合、競争加入者からの代理委任状（復代理人の選任に関する委任が含まれ
　　 　　ていること。）が提出されることが必要であること。（参考例２を参照）

　　　２　事前に提出する入札書を復代理人（入札書記載例２）が作成する場合は、委任事
　　　　項２が必要となる。競争加入者（代表者）又は代理人（入札書記載例１）が作成す
　　　　る場合は、委任事項２は削除すること。
　
　　　３　これは参考例（様式及び記載内容）であり、必要に応じ適宜追加・修正等（委任
      　者が任意の様式で作成するものを含む。）があっても差し支えないこと。

 　　　　　　２　令和   年  　月   日提出期限の上記一般競争入札の入札書作成に関する
　　　　　　 　件（※注２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ○○支店長　　○　○　○　○　印

　私は、○　○　○　○を○○○○株式会社　代表取締役○　○　○　○（競争加入者）の
復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。

記

件　　名　　国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務

　委任事項　 １　令和   年  　月   日筑波大学において行われる上記一般競争入札の開札
　　　　　　　 立合及び再度入札に関する件

印



【参考見積書の提出に係る留意事項】 

 

提出していただく見積書は、応札希望者から本学の契約事務の一環として市

場調査するために提出していただく書類です。 

したがって、見積書に記載する価格は安易に契約不可能な価格を記載するこ

とがないよう、かつ、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないよう仕様書の内

容を十分に精査したうえで価格を記入し提出願います。 

 また、応札価格は提出された見積書の価格と同価又はそれ以下となるよう応

札願います。万が一、応札価格が見積書の価格よりも高くなるような事態が生じ

た場合には、本学の適正な契約手続を妨害した不誠実な行為として、取引停止措

置を講じる場合があります。 

 本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関（以

下、「国立大学法人等」という。）にその情報が通知されますので、その情報を受

けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があることを認識願

います。 

  



 

仕 様 書 
 

 
件 名  国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務 
 
１ 目的 

本仕様書は、国立大学法人筑波大学の各附属学校における教育活動及び学校運営を円滑
に実施するため、教育活動・行事支援、施設環境の維持補助、軽微な点検・整備補助等の
附随的な支援業務（以下「業務」という。）について、その内容及び実施方法の基本的事項
を定めることを目的とする。 
なお、本業務は成果物の提供を目的とするものではなく、学校の要望に基づき受託者の

責任により自律的に実施される補助的業務である。 
 
２ 実施場所 

別紙１のとおり 
  

３ 契約期間 
令和７年９月１日から令和８年８月３１日までとする。 

 
４ 業務内容 
   別紙１のとおり 
 
５ 業務実施日、時間数及び人員 

別紙２のとおり 
なお、業務実施日、時間数及び人員が学校行事等により増減・変更する場合には、「変更

届」（別紙３）により事前にその旨を通知する。緊急の場合は、口頭にて伝える。 
 
６ 代金の支払 

請負代金は１か月毎に当該月の業務完了確認後、適法な請求書を受理した日から起算し
て４０日以内に支払うものとする。請求書は国立大学法人筑波大学財務部契約課に送付す
るものとする。 

 
７ 発注者の負担範囲 

業務の実施に必要な電気･ガス･水道等の光熱水料、業務に必要な資機材、衛生消耗品は
発注者が負担する。 

 
８ 施設管理責任者 

施設管理責任者とは、建築物等の管理に携わる本学の職員をいい、上記２の各実施場所
の副校長及び係長とする。 

 
９ 業務従事者 
（１）請負者の業務従事者（以下「従事者」という。）は、業務内容に応じた業務に必要な知 

識及び技能を有するものとする。 
（２）業務従事者は、服装等の清潔を維持するほか、言語行動等に十分注意するとともに、 

実施場所が教育機関であることを理解し、施設利用者及び職員等に不快感を与えること 
のないよう注意しなければならない。 

（３）請負者は、業務実施前までに事前研修を行い、業務を行うに適した従事者を本校に配置 
  する。また、従事者の経歴書の写し及び「従事者名簿」（様式任意）を発注者へ提出して 

承認を得るものとする。 
（４）従事者を変更する際は、事前に上記（３）の書類を発注者に提出し、事前に承認

を得るものとする。 
（５）業務実施日に従事者が急遽休んだ場合は、当日の業務に支障が出ないよう必ず代替要

員を配置すること。この場合には「従事者名簿」を事後に提出してもよいこととする。 
（６）業務従事者は、勤務時間中必ず制服及びネームプレートを着用すること。そのために

必要な経費は請負者の負担とする。 



 

（７）請負者は、従事者の身元、衛生、風紀及び規律の維持に関して一切の責任を負う
とともに、発注者が適当でないと判断した従事者は、本業務に従事させないものと
する。 

 
10 業務の安全衛生管理 

請負者は、従事者の健康状態に常に配慮するとともに、労働基準法等を遵守した体
制及び従事者の安全衛生に関する管理について、請負者が責任者となり関係法令に従って
業務を遂行するものとする。 
 

11 契約解除 
   発注者は、各従事者が仕様書の内容を満たさない状態であると判断した場合には、請負

者に対し口頭又は書面により改善要求を行い、それでもなお、請負者が改善要求に従わな
い場合には、契約を解除できるものとする。 

 
12 その他 
（１）請負者は、ISO9001又はISO14001の認証を取得していること。 
（２）請負者は、過去３年以内に学校教育法の定める、「学校」（幼稚園、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）で本
件と同種業務の契約実績を継続して１２か月以上有していること。 

（３）請負者は、業務を行うにあたって常に善良な管理者の注意をもって誠実に業務を履行
するものとする。また、従事者の身元及び規律に関し責任を持つとともに、発注者の設
備、財産等の破損及び危険防止に留意するものとする。 

（４）請負者は巡察・監査を定期的に行い、少なくとも３か月に１回の頻度で業務状況の実 
態について査察を実施し、実施場所を訪問し施設管理責任者に結果報告を行うものとする。 

（５）請負者は、業務遂行にあたり従事者の不注意、過失等により発注者または第三者に損
害を及ぼしたときは、その賠償の責任を負うものとする。また、従事者の実施場所での
業務上の行為及びそれに伴って生じた全ての事故についても全責任を負うものとする。 

（６）請負者及び従事者は、業務上知り得た情報等を他に漏らしてはならない。このことは
契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。 

（７）この契約に必要な細目については、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び役務
提供契約基準によるものとする。 

（８）請負者は、業務開始前に前回の請負事業者と打合せの上、業務の引継ぎを行うものと
する。また、契約期間終了に伴い請負者が変わった場合、請負者は次回の請負者へ業務
の引継ぎを行うこと。 

（９）本仕様書は、業務についての大要を示すものなので、実施場所の状況に応じて仕
様書に記載されていない事項についても、管理上、当然実施しなければならないもの
及び発注者が必要と認めた場合は、当事者間において協議のうえ実施するものとす
る。 

 
  



 

別紙1 
 

業務内容 
 
 
業務 

請負者は、以下の項目に基づき、実施場所における教育活動の支障防止及び学校運営の円滑
な実施を目的とした業務であることを十分に理解した上で、自主的かつ計画的に作業を行わな
ければならない。 
なお、業務実施にあたっては、必要に応じて施設管理責任者と協議を行い、各校の運営状況

等を踏まえて対応方針を調整するものとする。 
 
 
１.実施場所 

東京都文京区大塚３－２９－１   国立大学法人筑波大学附属小学校 
東京都文京区大塚１－９－１    国立大学法人筑波大学附属中学校 
東京都文京区大塚１－９－１    国立大学法人筑波大学附属高等学校 
東京都世田谷区池尻４－７－１   国立大学法人筑波大学附属駒場中・高等学校 
埼玉県坂戸市千代田１－２４－１   国立大学法人筑波大学附属坂戸高等学校 
東京都文京区目白台３－２７－６  国立大学法人筑波大学附属視覚特別支援学校 
千葉県市川市国府台２－２－１   国立大学法人筑波大学附属聴覚特別支援学校 
東京都文京区春日１－５－５    国立大学法人筑波大学附属大塚特別支援学校 

    
 
２.業務内容 

原則として、下記①～⑭までの業務を対象とし、受託者は業務実施に際して施設管理責任者
と協議の上、必要に応じた調整を行い、自らの判断で適切に対応すること。 

 
（教育活動・行事支援） 
①学校行事に伴う準備及び後片付けの補助（机・椅子等の備品配置等） 
②学校内における什器・備品等の運搬・移動補助（軽量な物品に限る） 
③運動場等における砂埃防止のための散水補助 
④校舎出入口や裏門等における鍵の開錠・施錠補助 
⑤花壇等への水やり作業の補助 

 
（施設環境の維持補助） 
⑥敷地内外の落ち葉・枯枝等の回収、通路整理等の簡易な清掃補助 
⑦ゴミ集積所の整理、衛生資材の補充等の軽作業補助 
⑧屋上、排水溝、雨どい等の整理・簡易清掃及び状況確認 
⑨草刈り、芝刈り、雑草の除去等の緑地整備補助 
⑩樹木の簡易な剪定、落枝の整理等の補助 
⑪害虫発生防止に係る簡易な対応作業の補助（専門業務を除く） 

 
（軽微な点検・整備補助） 
⑫蛍光灯の交換、破損ガラス等の仮補修など軽微な修繕対応の補助 
⑬施設設備に異常の兆候がある場合の報告および応急的な対応 

 
（その他） 
⑭上記に掲げる業務に附随し、教育活動の支障防止上必要と認められる業務については、
受託者と施設管理責任者との協議により、適宜対応するものとする。 

 
３.業務報告 

各従事者は毎日の業務終了後、実施場所の各施設管理責任者に当該日の業務内容等を記
録した業務報告書（別紙４）を提出し、確認を得るものとする。 

 
 



 

４.その他 
（１）業務を遂行する上で疑問が生じた際には、施設管理責任者と協議し実施するものとする。 
（２）業務の詳細については、施設管理責任者と協議し実施するものとする。 



別紙２

当該期間 ～

Ａ ～ h ： 1 名

Ｂ ～ ～ h ： 1 名

Ｃ ～ ～ h ： 1 名

～ ～ h ： 1 名

～ ～ h ： 1 名

Ａ ～ h ： 1 名

Ｂ ～ h ： 1 名

Ａ ～ h ： 1 名

Ｂ ～ h ： 1 名

Ａ ～ ～ h ： 2 名

Ｂ ～ ～ h ： 1 名

Ａ ～ h ： 1 名

Ｂ ～ h ： 1 名

Ｃ ～ h ： 1 名

Ａ ～ h ： 1 名

Ｂ ～ h ： 1 名

7:00

附属大塚特別支援学校 7:30

休憩時間勤務時間

7:30 14:15 6:00

7:00 13:45 6:00

7:00 16:00 11:30 12:30 8:00

11:15 4:00

7:30 16:30 8:00

7:30 12:45 5:00

1:00

0:15

7:00 16:00 11:30 12:30 8:00

6:45 14:30 6:00

7:45 15:30 6:00

9:00 16:00 12:00 13:00 6:00

附属小学校 7:00 12:00 5:00

7:00 16:00 11:00 12:00 8:00

15:30 12:00 13:00 6:00

構内管理業務 計画表

学校

附属高等学校

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

附属聴覚特別支援学校

2025年9月1日 2026年8月31日

附属中学校 8:30

8:00 15:00 11:30 12:30 6:00

0:45

0:45

0:45

0:45

0:15

1:45

1:45

14:15 6:00

8:00 14:45 6:00

1/8



別紙２

当該期間 ～

構内管理業務 計画表
2025年9月1日 2026年8月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 5 100
B ○ 1 8 8
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 6 72

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 6 126

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 8 152
B ○ ○ ○ ○ 4 5 20
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 6 120
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 6 120
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 20 16 320
B 0 8 0
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 16 6 96
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12 6 72
C 0 4 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 6 114
B ○ 1 6 6

207 108 1,458

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 5 110
B 0 8 0
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 6 78

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 6 144
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 8 168
B ○ ○ ○ ○ ○ 5 5 25
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 21 16 336
B 0 8 0
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 17 6 102
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13 6 78
C 0 4 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
B 0 6 0

224 108 1,569

附属聴覚特別支援学校

附属聴覚特別支援学校

2025年10月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

2025年9月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

附属大塚特別支援学校

附属小学校

附属視覚特別支援学校

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属小学校

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

附属大塚特別支援学校

小計

小計

2/8



別紙２

当該期間 ～

構内管理業務 計画表
2025年9月1日 2026年8月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 5 90
B ○ 1 8 8
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 6 60

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 6 126
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 8 144
B ○ ○ ○ 3 5 15
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 18 16 288
B 0 8 0
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 14 6 84
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 6 60
C 0 4 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 6 102
B ○ 1 6 6

185 108 1,307

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 5 100
B ○ 1 8 8
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 6 72

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 6 120
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 6 120

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 8 160
B 0 5 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 6 120
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 6 120
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 15 16 240
B 〇 〇 〇 〇 〇 5 8 40
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12 6 72
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11 6 66
C 0 4 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
B ○ ○ 2 6 12

196 108 1,358

附属聴覚特別支援学校

附属聴覚特別支援学校

小計

附属大塚特別支援学校

2025年12月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

2025年11月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

附属小学校

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

附属小学校

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

附属大塚特別支援学校

小計

3/8



別紙２

当該期間 ～

構内管理業務 計画表
2025年9月1日 2026年8月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 5 95
B ○ 1 8 8
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 6 66

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 6 120
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 6 114

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 8 152
B ○ ○ ○ 3 5 15
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 6 114
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 6 114
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 18 16 288
B 0 8 0
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11 6 66
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11 6 66
C 0 4 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 6 102
B ○ ○ 2 6 12

189 108 1,332

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 5 90
B ○ ○ 2 8 16
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 6 60

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 6 102
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 8 144
B ○ ○ 2 5 10
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 18 16 288
B 0 8 0
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11 6 66
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 6 60
C 0 4 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
B 0 6 0

178 108 1,268

附属聴覚特別支援学校

附属聴覚特別支援学校

2026年2月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

2026年1月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

附属大塚特別支援学校

附属小学校

附属駒場中・高等学校

附属大塚特別支援学校

附属視覚特別支援学校

附属坂戸高等学校

附属小学校

附属駒場中・高等学校

小計

小計

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

4/8



別紙２

当該期間 ～

構内管理業務 計画表
2025年9月1日 2026年8月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 5 105
B ○ 1 8 8
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 6 72

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 6 126

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 8 168
B 0 5 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 6 126
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 6 126
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 14 16 224
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 8 56
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 14 6 84
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12 6 72
C 0 4 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 6 78
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 6 48

208 108 1,425

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 5 105
B 0 8 0
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 6 72

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 6 138
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 6 126

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 8 160
B ○ ○ ○ 3 5 15
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 6 126
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 6 126
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 18 16 288
B 〇 〇 〇 3 8 24
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13 6 78
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12 6 72
C 0 4 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 6 102
B ○ ○ ○ ○ 4 6 24

209 108 1,456

附属聴覚特別支援学校

附属聴覚特別支援学校

小計

附属大塚特別支援学校

附属大塚特別支援学校

小計

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

附属小学校

2026年3月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

2026年4月

附属小学校

附属駒場中・高等学校

5/8



別紙２

当該期間 ～

構内管理業務 計画表
2025年9月1日 2026年8月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 5 90
B ○ 1 8 8
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 6 66

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 6 114
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 8 136
B ○ ○ ○ ○ 4 5 20
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 18 16 288
B 0 8 0
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 6 60
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11 6 66
C 〇 〇 〇 3 4 12
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 6 108
B 0 6 0

184 108 1,292

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 5 110
B ○ ○ 2 8 16
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 6 78

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 6 150
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 8 176
B ○ ○ ○ ○ 4 5 20
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 22 16 352
B 0 8 0

A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 18 6 108

B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13 6 78
C 〇 〇 〇 〇 〇 5 4 20
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
B 0 6 0

234 108 1,636小計

小計

2026年6月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

附属小学校

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

附属大塚特別支援学校

2026年5月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

附属大塚特別支援学校

附属小学校

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

附属聴覚特別支援学校

附属聴覚特別支援学校

6/8
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当該期間 ～

構内管理業務 計画表
2025年9月1日 2026年8月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 5 110
B 0 8 0
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 6 78

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 6 138
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 8 160
B 0 5 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 6 132
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 13 16 208
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 8 72
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 17 6 102
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12 6 72
C 〇 〇 〇 〇 4 4 16
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 6 90
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 6 36

220 108 1,478

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 5 80
B 0 8 0
C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 6 60

附属中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 6 102
附属高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 6 102

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 8 96
B 0 5 0
A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 6 90
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 6 90
A 0 16 0
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 16 8 128
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12 6 72
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 6 48
C 〇 〇 〇 3 4 12
A 0 6 0
B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 6 96

157 108 976

小計

小計

附属大塚特別支援学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

2026年8月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

2026年7月

業務
日数

業務
時間

業務
時間数計

附属聴覚特別支援学校

附属聴覚特別支援学校

附属小学校

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

附属視覚特別支援学校

附属大塚特別支援学校

附属小学校

附属駒場中・高等学校

7/8
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当該期間 ～

構内管理業務 計画表
2025年9月1日 2026年8月31日

A

B

C

A

B

A

B

A

B

A

B

C

A

B

320

附属坂戸高等学校
236 6 1,416

236

165 6 990

135 6 810

合計 16,555

196 6 1,176

40 6 240
附属大塚特別支援学校

附属視覚特別支援学校

附属高等学校 239 6 1,434

10 8 80

195 16 3,120

附属中学校 253 6 1,518

附属駒場中・高等学校
227 8 1,816

28 5

40 8

140

139 6 834

6 1,416

業務
日数

業務
時間
数

業務
時間数計

附属小学校

237 5 1,185

附属聴覚特別支援学校

15 4 60

8/8
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令和　　年　　月　　日

御中

FAX 

部局名

確認者

TEL 　　　　　/ FAX

委 託 名 称

変 更 内 容 　□日程変更 　□勤務時間変更

変 更 年 月 日

変更後の勤務時間

変 更 後 の 人 員 数

変 更 事 由

備 考

変　更　届

　附属学校構内管理業務

令和　　年　　月　　日　（　　）

　時　　　分～　　　時　　　分

(管理業務)

人



別紙４ 
 

業 務 報 告 書 
施設管理

責 任 者 
確 認 印 

 

 

日 時 令和    年    月    日 （    ） 

作業者 

 
 時  分 ～   時  分 

 
 時  分 ～   時  分 

作業内容 作業場所 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

備考 

 

 



別紙５ 
 

清掃範囲については、以下いずれかの仕様書等関係書類閲覧場所にて閲覧 

するものとする。 

 

仕様書等関係書類閲覧場所 

① 〒305-8577  

茨城県つくば市天王台一丁目１番１ 

国立大学法人筑波大学 

財務部契約課（担当：大野） 

電話番号 029-853-2179 

 

② 〒112-0012  

東京都文京区大塚 3-29-1 

国立大学法人筑波大学東京キャンパス 

事務部企画推進課（担当：塩澤） 

電話番号 03-3942-6257 

 



 

請 負 契 約 書（案） 

 

件   名  国立大学法人筑波大学附属学校構内管理業務 
請負単価     円／(１時間) 
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額     円／(１時間)（消費税法第２８条第１項

及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定により算出したもので、
請負単価に１１０分の１０を乗じて得た額である。） 
 
発注者 国立大学法人筑波大学契約担当役財務担当副学長 氷見谷 直紀（以下「甲」という。）

と 請負者                      (以下｢乙｣という。）との間において
上記の件名（以下「業務」という。）について、上記の請負単価で次の条項により請負契約を結ぶ
ものとする。 
 
第 １ 条 乙は、別紙仕様書に基づいて業務を履行するものとする。 
第 ２ 条 業務場所は、別紙仕様書の記載のとおりとする。 
第 ３ 条 契約期間は、令和 7年 9月 1日から令和 8年 8月 31日までとする。 
第 ４ 条 乙は、１か月毎に業務完了報告書を甲に提出し、確認を受けるものとする。 
第 ５ 条 請負代金は１か月毎に支払うものとし、乙は、当該期間の業務実施時間数に請負単価

を乗じて得た金額を甲に請求するものとする。甲は業務完了確認後、適法な請求書を受
理した日から起算して４０日以内に請負代金を支払うものとする。 

第 ６ 条 請負代金の請求書は、国立大学法人筑波大学財務部契約課に送付するものとする。 
第 ７ 条 乙は、故意又は過失により甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。 
第 ８ 条 契約保証金は免除する。 
第 ９ 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。 
（１）乙の責に帰すべき理由により、業務の履行の見込みが無いと明らかに認められると

き。 
  （２）正当な理由がなく、業務を履行しないとき。 

（３）正当な理由がなく、第１１条第１項の履行の追完がなされないとき。 
  （４）前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成するこ

とができないと認められるとき。 
   ２ 乙は、前各号のいずれかに該当したときは、甲の請求に基づき、契約期間全体の支払

総金額と、予定時間数に請負単価を乗じて算出した金額を比較し、より大きい方の金額
の１０分の１に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払うものとする。 

第１０条 甲は、甲の事業計画の変更に伴ってこの契約を解除しようとするときは、乙に対し１
か月前までに文書をもって通知するものとする。 

第１１条 甲は、完了した業務が契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であ

るときは、乙に対し、履行の追完を請求することができるものとする。 

２ 前項の契約不適合の場合において、甲がその不適合を知った日から１年以内にその旨を
乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、請負代金の
減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。 

第１２条 乙は、この契約書及び仕様書に定めるもののほか、業務に必要な諸法令等を遵守しな
ければならない。 

第１３条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細
則及び役務提供契約基準によるものとする。 

第１４条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、両者協議により、これを解決する
ものとする。 

 



第１５条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間におい
て協議して定めるものとする。 

 

 上記の契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。 

 この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。 
 
 
令和  年  月  日 

 
 

甲 茨城県つくば市天王台一丁目１番１ 
国立大学法人筑波大学 
契約担当役 

     財務担当副学長 氷見谷 直紀 
 
 

乙  
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